
〔被爆者、毒ガス障害者〕

１ 原子爆弾被爆者に対する援護措置の充実強化

① 弔意事業を充実強化すること

○ 原爆死没者追悼平和祈念館の運営の充実、関係資料の収集等、弔意事業の充実強化

② 保健医療福祉事業を充実すること

○ 訪問介護利用被爆者助成等に係る所得制限の撤廃、介護保険利用助成に係る助成対象
サービスの拡大及び利用助成費や事務費の全額国庫負担化

○ 原子爆弾小頭症患者の生活実態の十分な理解と実態に応じた支援

○ 「原爆病院、原爆養護ホーム、被爆者保養施設」の運営費の充実及び施設・設備整備に
対する助成措置

○ これまでの判決等を踏まえ、より被爆者救済の立場に立った原爆症認定制度の運用と見直し
及び原爆症認定の引き続き速やかな審査の実施

③ 被爆実態に関する調査研究及び啓発活動を促進すること
○ 被爆者とその子・孫に対する原爆放射線の身体的影響及び遺伝的影響に係る調査研究の
更なる促進

○ 老朽化が進んでいる放射線影響研究所について、移転を着実に進めること

④ 被爆二世の健康診断内容等のより一層の充実を図ること

国への提案事項

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり

（３）医療・介護や福祉の充実 ②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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２ 後期高齢者医療制度における被爆者老人医療費に係る地方公共団体の
負担改善

○ 老人保健事業推進費等補助金(原爆分)に係る必要額を措置すること

・ 被爆者医療に係る地方公共団体の負担解消に向け、財政上、適切かつ十分な措置を将来にわたって

講じること

３ 毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
○ 毒ガス障害者に対する援護措置を法制化するとともに、次のとおり、財政措置を行うこと

・ 医療給付における疾病制限を緩和すること…対象疾病（慢性呼吸器疾患等7疾患群）

・ 介護保険利用料の自己負担部分について助成を行うこと

・ 毒ガス障害者に対する県単独事業（通院交通費、死亡弔慰金等の支給）を国庫事業化すること

国への提案事項

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり
（３）医療・介護や福祉の充実

②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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〔在外被爆者〕

在外被爆者に対する援護措置の充実強化

在外被爆者の援護を推進すること

○ 医療費の支給、保健医療助成について居住国・地域の実情を踏まえて引き続き検討を行い、

必要な改善を行うこと

・ 医療費の申請について、被爆者の実情を踏まえて、更なる申請手続の簡素化を図ること

・ 保健医療助成事業について、国内で助成対象となっている介護保険サービスと同等のサービス
についても対象とすること

・ 少なくとも介護施設において医療を提供する場合など介護保険の医療系サービスと同等の

サービスを保健医療助成事業の対象とすること

・ 保健医療助成事業について、南米以外の地域も保険料を選択可能にすること

○ 各種申請手続について充分に周知し、高齢化が進む被爆者の実情を踏まえ、医療費及び

保健医療助成制度に係る支給申請等について、在外公館等において支援を行うこと

○ 在外被爆者健康相談等事業及び現地健康診断事業の実施に当たり、在外公館等において

現地協会等の支援を行うなど、より積極的な役割を果たすこと

国への提案事項

【提案先省庁： 外務省、厚生労働省】

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり
（３）医療・介護や福祉の充実

②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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【原子爆弾被爆者に対する援護措置の充実強化】

○ 被爆者及び遺家族は、原子爆弾の特異性により、

今もなお長年にわたり社会的・医学的・精神的後遺症に

苦しみ続けている。

○ 被爆者は高齢化が一段と進み、ひとり暮らしや寝たきり等

日常生活に支援を要する者が年々増加している。

○ 在外被爆者援護は、平成28年1月から法に基づく

医療費等の支給が開始された。

現状

【原子爆弾被爆者に対する援護措置の充実強化】

● 弔意事業をはじめ、介護保険サービスの利用助成対象の拡大など、

衆議院厚生委員会における附帯決議の趣旨を踏まえ、より一層の

援護施策の充実が必要である。

● 原爆被爆による人的被害等の実態を把握するための十分な被災

調査がなく、被爆者とその子・孫に対する原爆放射線の身体的影響

及び遺伝的影響を示す科学的知見は得られていない。

● また、被爆二世は、がんに対する健康不安を抱く年齢になっている。

● 在外被爆者は、日本と医療制度の異なる国や地域に居住しており、

かつ高齢化が進んでいることから、引き続き実情を踏まえた改善を

図る必要がある。
平均年齢被爆者数区分

87.0歳12,580人
広島県

（広島市を除く）

85.8歳35,730人広島市

86.1歳48,310人県全体

【被爆者数及び平均年齢（令和７年3月末現在）】

課題

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり
（３）医療・介護や福祉の充実

②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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【在外被爆者に対する援護措置の充実強化】

○ 在外被爆者は、かつては原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律による援護の対象外であったが、

平成14年の判決を契機に、在外公館等を通じた手当、

被爆者健康手帳、原爆症認定等の申請が可能となり、

さらに平成28年からは法に基づく医療費の支給が開始と

なるなど、段階的に改善が進んでいるが、未だに国内で

受けられる介護に係る援護に相当する制度がない。

○ 法に基づく医療費の利用率が低い。

※利用率：6.6% うち北米3.6%、南米33.3%、その他0%

（韓国を除く。南米は代行申請制度があるため、利用率が高い。）

○ 保健医療助成事業では、国により助成対象が異なる。

・約2,178人（令和７年3月末現在）

現状

【在外被爆者に対する援護措置の充実強化】

● 次のとおり在外被爆者と国内被爆者に格差が生じている。

・ 国内の被爆者は原爆養護ホームに入居できるほか、介護保険

サービスの一部に対して利用料の助成等があり自己負担なくサービス

を受けることができるが、在外被爆者に対してはこれらの援護がない。

・ 国内の被爆者は、被爆者健康手帳を提示することで、基本的に

自己負担なく必要な医療を受けることができるが、在外被爆者は、

自己負担分について、法に基づく医療費の支給申請等を行う必要

があり、その手続が煩雑で困難である。

● 次のとおり在外被爆者間においても格差が生じている。

・ 保健医療助成事業において、南米のみ、医療費または保険料を

選択できるが、その他の地域では保険料が助成対象外である。

【在外被爆者（手帳所持者）数】

課題

医療費保険料区分

○×北米

○○南米

○×韓国

○×その他

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり
（３）医療・介護や福祉の充実

②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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【後期高齢者医療制度における被爆者老人医療費等

に係る地方公共団体の負担改善】

○ 被爆者医療に係る地方公共団体の負担を軽減する

ために、老人保健事業推進費等補助金（原爆分）が

創設されている。

【毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化】

○ 毒ガス障害者援護制度（国の要綱により実施）

※ 毒ガス障害者の要望で実施している通院交通費や

死亡弔慰金等は、県単独で補助。

現状

【後期高齢者医療制度における被爆者老人医療費等に係る地方公共

団体の負担改善】

● 被爆者の高齢化が進む中で、多大な財政負担が生じている。

● 介護保険法による保険者等の財政負担も大きい。

【毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化】

● 本来、国の責任において実施されるべきものであることから、

根拠法の制定や制度の拡充が必要である。

・ 原爆被爆者対策と比較して対象疾病が制限されている。

・ 現在、全ての対象者が高齢者となっており、毒ガス起因との判断

は難しく、事実上利用できない状況にある。

・ 毒ガス障害者にとって必要な支援が、国の制度の対象外となって

いる。

課題

対象区分

毒ガスに起因する疾病のみ医療給付

毒ガスに起因する在宅介護費用のみ介護救済措置

４ 県民の安全・安心な暮らしの基盤づくり
（３）医療・介護や福祉の充実

②原子爆弾被爆者・毒ガス障害者に対する援護措置の充実強化
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